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指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の追加指定について 

 

  気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律により、気候変動適応

法第２１条に指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）が規定され、益田市でも熱中症特別警戒情

報（熱中症特別警戒アラート）が発表されたときに、暑さをしのげる施設を確保することで、極端な

高温時において熱中症による重大被害の発生を防止するため、クーリングシェルターを指定しており

ますが、令和６年８月２７日から指定施設を追加いたします。 

詳細につきましては下記のとおりです。 

 

記 

 

 

 1 追加指定施設 

施設名 所在地 開放日 時間帯 
受入 

可能人数 

ホームプラザナフコ 益田北店 

家具カウンター付近 

久城町 

30-1 

月曜日から日曜日 

（定休日なし） 

10時 00分～ 

17時 00分 
5人 

株式会社イズミ ゆめタウン益田 

1階サービスカウンター前 

高津 7丁目 

21番 12号 

月曜日から日曜日 

（定休日なし） 

9時 00分～ 

20時 00分 
25人 

 

 

２ 運用期間 

 8月 27日（火）から 10 月 23 日(水)まで 

 

３ 注意事項 

  ・飲料水等は各自で持参  

・利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所のみ 

・その他、利用に当たっては各施設の指示に従う 

担当課名 福祉環境部健康増進課 

担当者名 盆子原洋子 

電話番号 0856-31-0214 

FAX番号 0856-23-7134 

E-mail  kenkou@city.masuda.lg.jp 
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